
審 理 事 績 表
局 0帰 署

寄

附

者

住

　

　

所

氏

名

職

業

連

絡

先

氏   ″

電   説
死亡している場合死亡年月日

受

贈

法

人

所
　
　
在
　
　
地

法類

人・

の名

種称

区   分 認可等年月日

設立登記年月日

生ヽZ縮 1忍足|・
――■鮨1忍口」

i&tNPO
(代表者氏名)

寄
附
年
月
日
等

寄附年月日 贈 区
与

遺
贈
の 分

□ 贈 与 寄附受入年月日

都銀櫨

の種類

申請書提出
年 月 日

□ 遺 贈
遺 贈 者 の

死 亡年 月 日署から進達を
受けた年月日

寄附財産の使用開始
(予 定 )年 月 日

中 請 書 提 出 に 係 る

期限内・期限後の区分
期限内・期限後

寄 附 者 の

所 得 税 の

申 告 状 況

寄 附 年 分
(    年分) 有 ・ 無

寄附年月日から使用開赦台
(予定)年月日までの期間

2年以内 ・ 2年 超
遅 延 理 由 書 の

添 付 の 有 無
有 ・ 無

寄 附 年分 の 前年
(   年分) 有 ・ 無

やむを得ない事情の記載
の有無

有 ・ 無
所 得 税 の 更 正 ・

決 定 の 期 限

寄附年分の前々年
(   年分) 有 。 無

寄
附
者
の
法
人
に
お
け
る
地
位
等

寄附者氏名 法 人 に お
け る 地 位

給与・報酬
の支給額

寄 あ地
附る位

ぁ煮等
親こ
族 嘔
フ|1早

あ季
ィ■1ノヽ

言i

親族等の氏名
寄附者との関
係及こ増去人に
おける地位

給与・報酬
の支給額

親族等の氏名
寄附者との関
係及び法人に
おける地位

給与・報酬
の支給額

月額 千円 月額 千円 月額 千円

署 確 認 年 月 日 局 確 認 年 月 日

寄 附者氏 名 寄 附 年 月 日 寄附財産の種類 承 認 年 月 日

源 泉所 得 税 調 査 法 人 税 等 調 査

寄附を受けた法人に対す
る税務調査の有無 (署で
の

'確
認卿筆 局が庁へ進

達するまでの期間が相当
期間を経ている場合には
再度調査事績について確
認を行うこと) 有  。 無 有  ・ 無

調 査 年 月 日

課税漏れ (支払い)

金額

千円 千
「

（申
請
書
第
４
表
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
）

過

去

の

４０

条

の

承

認

状

況
追 徴 税 額

千円 千
「

申告の有無 調査の有無 有 。無
有 。 無

上

欄

で

「
有

」

の

場

合
重加算税の有無 有  ・ 無

非違内容

寄附者が死亡

している場合

又は遺贈によ

る寄附の場合

の相続税の申

告状況

有 ・ 無

左 記 で
「有」とし

た場合の調

査の有無及

び処理区分

処理区分

の

容

人

内

法贈

業

受

事

措令第40条の3
第1項   号に

掲げるもの
贈与税又

は相続税

の  別

贈与税

相続税
主務大臣の認定年月
日(学校法人・社会
福祉法人を除く。)

被相続人の氏名

相続開始年月日 処 理

年月日相 続 額 の課 税

価 格 の合 計額

千円

相続額 の納付

税 額 の合 計額

千円

相

続
税

の
課
税
処

理

に

つ
い
て

の
署
意

見

相

続

税

の

課

税

に

関

す

る

事

層

受

贈

法

人

に

対

す

る

贈

与

税

又

は

贈
与
税
又
は
相
続
税
の
課
税
の
有
無

□ 有

□ 無
「
有
」

と

し
た
場
合

左

欄

に

お

い

て

紺
:赫

額

千円

第
７０
条
第
１
項
又
は
第
１０
項
の
適
用
に
関
す
る
事
項

寄
附
者
に
係
る
措
置
法
第
７０

条
の
適
用
の
有
無

□ 有

□ 無

左

欄

に

お

い

て

「
有

」

と

し

た

場

合
寄附財産の評価額

(相続開始時考励D
千円

(資13-9-1-A4統一)(令元 6)



2 寄附財産に関する事項

確 認 事 項 判 定 事 項 半1掟結果 確認又は補正についてC
指示事項

補正等指
フ14月 日

補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

①

寄

附

財

産

の

状

況

株
式
の
場
合

寄
附
財
産
が

発行法人名
発行済株式

総数 A
受員獣九ヽ 折有株数 B

(内、今回取得株恥
B/A 1 受贈法人の有することとなる

株式がその発行済株式の総数の

2分の1を超えていない。

適・否
株 株

|ヽ 株

%

使
用
開
始
さ
れ
て
い
る
財
産

種 類 数 量 使用目的及び現況 2 公益日的事業の用に直接供され

ている。
(注)寄附財産が株式等である場合

には、各年の配当金等の全部が
公益目的事業の用に直接供さ
れ、また、今後も継続して供さ
れるといえるか。

適・否

使用開始年月日
3使 用開始の日セよ 寄附のあった

日から2年以内に該当する。
適・否

財
産

使
用
開
始
さ
れ
て
い
な

い

種 類 数 量 使用目的及び現況 4 使用目的|よ 公益目的事業の用

に直接供することとなっている。
適・否

5 寄附のあった日から2年以内に

公益目的事業の用に直接供するこ

とについて、具体的計画及びその

実現性がある。

適・否

使用開始予定年月日

(使用開始予定年月日が2年を超える場合の事情) 6 公益目的事業の用に直接供する

日カミ寄鮒のあった日から2年を

超える場合の事情lよ やむを得な

い事情に該当する。

適・否

7 使用開始予定年月日までに、公

益目的事業の用に直接供すること

について、具体的な計画及びその

実現性がある。

適・否

やむを得ない事情の届出書等の提出年月日等 8 申請書第3表付-1の提出がな

い場合、やむを得ない事情の届出

書等の提出がある。

適・否

譲
渡
さ
れ
た
寄
附
財
産

種 類 数 量 譲渡年月日 譲 渡 価 額 9 譲渡理由ヤよ やむを得ない理由

に該当する。

(注)譲渡された寄附財産につい

て、禾11用計画はあったか。 適・否

千円

(当初の利用口十回

(譲 渡 理 由 )

②

代

替

資

産

の

状

況

代

替

資

産

取得年月日 種類 数 量 取 得 価 額 10 譲渡による収入金額の全部が代

替資産の取得に充てられてい

る。

適・否千円

11代替資産ヤよ 力謝1耐餓 1資産、土

地、土地の Lに存する権利又は株

式である。

(注)株式の:聯1割よ 寄附財産が株

式である等一定の場合に限る。

適・否

鍛邸
期
動
の使
用目的

種類 数 量 使用 目的及 び現況 (使用開始されている場合)

12 代替資産|よ 寄附のあった日か

ら2年以内に公益目的事業Iの用に

直:接供されている。

適・否

(使用開始されていない場合)

13 代替資産を寄附のあった日から

2年以内に公益目的事業の用に直

接供することについて、具体的な

計画及び実現性がある。

適・否

使用開始予定年月 日

(使用開始予定年月日が2年を超える場合の事情) 14 代替資産を公益目的事業の用に

直接供する日が、寄附のあった日

から2年を超える場合の事情lよ

やむを得ない事情に該当する。

適・否

15 代替資産を使用開始予定年月日

までに、公益目的事業の用に直接

供することについて、具体的な計

画及び実現性がある。

適・否

-9-2-A



3居 :鮮倒 掟 に関する事項 (公盤」到 ん ・ヽ公1鋼団去メ編 )

(注) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号 )及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年法律第49号 )において定款の記載事項

として定められている事項が定められている必要がある。

確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正に■
いての指示事項

補正等指
示年月日

補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

③

機

関

の

構

成

役員等の

種類

区  分

理  事 監 事 評 議 員
16 役員等に欠員|まなL

適・否

定   数

人 人 人

17 理事、監事、評議員のそれぞれのう

ちに占める親族等の合計数は、いずれ

も3分の1以下である。

適・否現 在 数

・ ・ 翡腔

人 人 人

親族等の合計数

現在

人 人 人

鮭)「親族等の合計数」とは 理事、監事、評議員
のそれぞれについて、いずれか1人及びその規族
その他特殊の関係がある者 (役員等が会ネ」1役員と
なっている他の法人の役員及び使用人が含まれる
ことに注意する。)の合計数で最も多数のものを
いう。

確  認  事
判 定 事 項 判定結果 確認又は補正についての指示事項 補正等指

群 F月 日
補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

④

役

員

等

に

つ

い

て

の

親

族

等

の

制

限

規

定

理  事

18理事のうちには 理事のいずれか1人及

びその親族そのい 関係がある者の合

計数バ 理事総数 (現在数)の 3分の 1を

超えて含まれることになってはならない旨

の規定がある。

(注)「理事総数11よ 理事の定数が一定数
により定められているとき、「理事現在
数」は、理事の定数が一定の枠をもって
定められているときに用いられる。

適・否

監  事

19 監事のうちには、理事及び評議員並びに

その法人の職員が含まれてはならない旨

の規定がある。また、監事は、相互に

親族その他特殊の関係がある者であつては

ならない旨の規定がある (潤D。

(注)監事の数が6人以上である場合には、
監事のうちには、監事の1人及びその親
族その他特殊の関係がある者の合計数が
監事総数 (現在数)の 3分の1を超えて
含まれることになってはならない旨の規
定がある。

適・否

評 議 員

20 評議員のうちにIよ 評議員の1人及びそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数

力澪壻義員総数 (現在数)の 3分の 1を超え

て含まれることになってはならない旨の規

定がある。

適・否

⑤ 株式等の議決権
の行使

(注)昭 55.423付

直資2-181の 記
の18の (1)の イ
の (口)又は口の

(イ )に該当する

場合に限る。

21 その株式又は出資に係る議決権の

行使に当たっては、あらかじめ理事

会において理事総数 (現在数)の 3

分の 2以 上の承認を得る旨の規定が

ある。

適・否

※ 上記項目の確認を了した後は、3の⑪「残余財産の帰属」以降の確認を行う。
(資 13-9-3-1-A4統 一)(令 5.6)



3 定款等の規定に関する事項 (特定一般法人用)

確 認 事 項 判 定 事 項
確認又は補正について
の十訪ミ澤頃

補正等指
澤 F月 日

補正等完
了年月日

扇鬱卿

役員等の

1:ili:類、

区 分

理  事 監 事 評 議 員
16 1定款に理事会を設置する旨の規定が凌

る。また、理事会が設置されている。 適・否

17理事の定数は6人以上である。
適・否

定   数

人 人 人

18 監事の定数は2人以上である。
適・否

現 在 数

現在

人 人 人

19 評議員の定数|よ 理事の定数と同数以
11である。また、定款に、評議員の選任

は■定の委員会の議決により選任される

などその地位にあることが適当であると

認められる者を選任する旨の規定があ
る。

適・否

20 役:員等に欠員はない。
適・否

親族等の合計数

現在

人 人 人

③

機

関

の

構

成

(注)1親族等の合計数」とは、理事、監事、評議員
のそれぞれについて、いずれか1人及びその親族
その他特殊の関係がある者 (役員等が会社役員と
なっている他の法人の役員及び使用人が含まれる
ことに注意する。)の合計数で最も多数のものを
いう。

21 理事、監事、評議員のそれぞれのう

ちに占める親族等の合計数 |よ いずれ

も3分の1以下である。 適・否

確 認 事 項
判 定 事 項 判定結果 確認又は補正についての指示事項 補正等指

示年月日
補正等完
了年月日

庁処理欄

理  事

22 理事のうちには、理事のいずれか1人及びそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、

理事総数 (現在数)の 3分の1を超えて含まれ

ることになってはならない旨の規定がある。

(,D 「理事総:数1は、理事の定数が一定数によ
り定められているとき、「理事現在劉しは、
理事の定数が一定の枠をもって定められてい
るときに用いられる。

適 ・否

監  事

23 監事のうちには、理事 (その親族その他特殊

の関係がある者を含む。)及び評議員 (その親

族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに

その法人の職員が含まれてはならない旨の規

定がある。また、監事は、相互に親族その他

特殊の関係がある者であってはならない旨の規

定がある OD。

(注)監事の数が 6人以 Lである場合には 監事
のうちにlよ 監事の1人及びその親族その他
特殊の関係がある者の数の合計数が監事総数
(現在数)の 3分の 1を超えて含まれること

になってはならない旨の規定がある。

適・否

④

役

員

等

に

つ

い

て

の

親

族

等

の

制

限

規

定

評 議 員

24 評議員のうちには、評議員の1人及びその親

族その他特殊の関係がある者の合計姿奴,澪監義員

総数 (現在数)の 3分の 1を超えて含まれるこ

とになってはならない旨の規定がある。

適 ・否

区  分
関係

条項
議 決 数 判 定 事 項

理事会におけ

るCの重要事

項以外の事項
の議決数

□ 定 数

□ 総 数

観在抑

□ 出席者

25 理事会における⑥の重要
事項以外の事項の議決数
は、理事総数 (現在数)の
過半数である。

(注 )出席者の過半数に
よ る議 決 で あ って
も、差 し支えないも
のとする。

適・否

議
決
数

⑤
　
理
彗
会
及
び
評
一書
果
〓に
お
け
る

評議員会にお

ける議決数

ヽ

「

~¬
l l   l
〉q  l
l l  l
り L」

□ 定 数

□ 総 数

観在恥

□ 出席者

26 評議員会における議決数
は、評議員の総数 (現在
数)の過半数である。

適・否

9-3-2-A4統 一)(令5.6)



3 定款等の規定に関する事項 (その他法人用) (注)1別 途、標準的な定款等の定めのある法人の定款等で、これに準じて規定されているものは 判定
事項に該当するものとする。
2 社団形態の法人及び宗教法人のうち社団形態のもの (例えば 総代会に代えて信者総会が設けら
れているもの)ヤよ 昭55・ 4・ 23 付直資2-181の記の18の 1)の二 (ィ )に定めるところにより、
各欄を必要に応じ道自修正して使用する。
3 この項において、「理事」、「評議員l、 「理事会」、「評議員会」とあるの|よ 寄附を受けた
法人が宗教法人の場合には  「責任役助 、「総イ旬 、「責任役員会」、「総代会」と、それぞれ
読み替えるものとする。

確 認 事 項 判 定 事 項 半1掟孫吉果
確認又は補正について

の指示事項

補正等指
示年月日

補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

③

機

関

の

構

成

役員等の

種類

区  分

理  事 監 事 評 議 員
16理事の定数は6人以上である。

適・否

定   数

人 人 人 17監事の定数は2人以上である。

適・否

18評議員の定数は、理事定数の2

倍超である。また、理事との兼任

禁止規定がある場合にヤよ 理事定

数と同数以上である。

適・否

現 在 数

現在

人 人 人

親族等の合計数

現在

人 人 人
19役員等に欠員ヤカない。

適・否

20 理事、監事、評議員のそれぞれ

のうちに占める親族等の合計数

は、いずれも3分の 1以下であ

る。

適・否

(注)「親族等の合計数」と,よ 理事、監事、評議員
のそれぞれについて、いつγめ 1ヽ人及びその親族
その他特殊の関係がある者 (役員等が会社役員と
なっている他の法人の役員及び使用人が含まれる
ことに注意する。)の合計数で最も多数のものを
いう。

④

役
員
等
の
選
任
方
法

佑の判定事項と異なる規定があれよ その内容を簡
記する。)

餞)特定の範囲の者、例えば奇附者の相続人などが
永続的に役員等になる旨が規定されていないかど
うか特に検討を要する。

21 理事及び監事は、評議員会の議

決又は同意により選任されるなど

公正に選任されることになってい

る。

適・否

22 評議員ヤよ 理事会の議決又国司

意により選任されるなど公正に選

任されることになっている。

適・否

確 認 事 項
判 定 事 項 半1掟結果 確認又は補正についての指示事項 補正等指

万準月日
補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

⑤

役

員

等

に

つ

い

て

の

親

族

等

の

市」

限

規

定

理  事

23理事のうちには、理事のいずれか1人及

びその親族その他特殊の関係がある者の合

計数バ 理事総数 (現在数)の 3分の 1を

超えて含まれることになってはならない旨

の規定がある。

(注)「理事総数」lよ 理事の定数が一定数
により定められているとき、 明専硯町
数」|よ 理事の定数が一定の枠をもって
定められているときに用いられる。

適・否

監  事

24 監事・のうちにセよ 理事 (そ の`親族|その他

特殊の関係がある者を含む。)及び評議員

(その親族その他特殊の関係がある者を含

む。)並てヽこその法人の職員が含まれては

ならない旨の規定がある。また、監

事は、相互に規族その他特殊の関係があ

る者であってはならない旨の規定がある

(注 )。

(注)監事の数が6人以上である場合にヤよ
監事のうちには 監事の1人及びその親
族その他特殊の関係がある者の数の合計
数が監事総数 (現在数)の 3分の 1を超
えて含まれることになってはならない旨
の規定がある。

適・否

評 議 員

25評議員のうちには 評議員の1人及びそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数

力澪]犠員総数 (現在数)の 3分の1を超え

て含まれることになってはならない旨の規

定がある。

適・否

解肇13-9-3-3-A4統 一)(令;6)



確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補 ll:等 指

示年月||

補正等完

l′ 年月ll
庁処理欄

重要事項 係

項

関

条

理事会におけ

る議決数

評議員会等に

おける同意の

要否

収支予算

(事業計画)
要・否

収支決算

(事業報告)
要・否

重 要な 財 産

(基本財産を

含む。)の処

分及び譲受け

借入金 (短期

借 入 金 を除

く。)そ の他

新たな義務の

負担及び権利
の放棄

定款の変更 要・否

解   散 要・否

/

/合   併 要・否

事業の全部の

譲渡
要・否

事業の一部の

譲渡
要・ 否

公益事業以外

の事業に関す

る重 要事 項

要・否

⑥

重

要

事

項

に

関

す

る

理

事

会

の

議

決

数

等

株式等の議決

権 の行使 (昭

55_4.23付 直

資 2-181の 記

の 18の (1)の

口の (へ )又は

ハの (卜 )に 該

当する場合に

限る。)

27-1 重要事項の決定につい

ては、理事会における理事の

総 数 (現在数)の 3分の 2

以上の議決及び評議員会等の

同意を必要とする。

(注)1 -般 財団法人におい

ては、「解散」について、

評議員会の同意を必要
としないことに留意す

る。
2 株式等の議決権の行

使については、評議員

会等の同意を必要とし

ないことに留意する。

適・ 否

⑥-2 剰余金の分
配禁止の規定

27-2 剰余金の分配を行わな
い旨の規定がある。

適 ・ 否

⑥-3 基本財産に

関する規定
27-3 基本財産に関する規定

がある。
適・ 否

※  上記項目 つ

(資13-9-4-1-A4統 一)(令 5.6)
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3 定款等の規定に関する事項 (その他法人用)

係条項
判 定 事 項 判定結果 確認又は補正についての指示事項

補正等指

示年月日

補正等完

了年月日
庁処理欄

（宗
教
法
人
に
限
る
。
）

⑤
族
な
ど
の
制
限
規
定

役

員

等

に

つ
い

て

の
規

任

の

者

員

務

責

役

代

26 責任役員の代務者について、判定事項

の 23に 準じた親族等の制限規定があ

る。

(注)責任役員の代務者の制度が設けら
れていない法人については、判定事項
に該当するものとする。

適 ・ 否

適 ・ 否理 事 会

27 理事会に出席しない者の議決権の行

使については、付議される事項につきあ

らかじめ書面をもって可否の意思を表

示した場合に限られている。

(注)議決権の行使について、他の理事
に自紙委任することは認められない

ことに留意する。

⑥

理
事
会
に
お
け
る
書
面
表
決

評議員会

28 評議員会について、判定事項の 27と

同様の事項が規定されている。 適・ 否

判  定  事  項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補正等指

示年月日

補正等完

了年月日
庁処理欄確 認 事 項

区  分
関係

条項
議 決 数

理事会におけ

る⑧の重要事

項以外の事項
の議決数

数

数

定

総

□

□ の

ヽ

ｌ

ｔ

ｒ

ｌ

リ

(現在数 )

□ 出席者

29 理事会における③の重要事

項以外の事項の議決数は、理事

総数 (現在数)の過半数である。

(注)出 席者の過半数による議

決であっても、差し支えない

ものとする。

適 ・ 否

適 ・ 否

議
決
数

⑦
　
理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
お
け
る

評議員会にお

ける議決数

□ 出席者

(現在数)

の

ヽ

ｌ

ｔ

ｒ

ｌ

リ

数

数

定

総

□

□

30 評議員会における議決数は、

評議員の総数 (現 在数)の 過半

数である。

重要事項
関係

条項

理事会におけ

る議決数

評議員会・社
長総会におけ
る同意・議決
の要否

収支予算

(事 業計画)

要・否

収支決算

(事業報告)

要・否

要・否
基本財産の

処   分

要・否

借入金 (短期

借 入金 を除

く。)そ の他

新たな義務の

負担及び権利
の放棄

寄付行為等の

変更
要・否

要・否解   散

合   併 要・否

公益事業以外

の事業に関す
る重要事項

要・否

⑧

重

要

事

項

に

関

す

る

理

事

会

の

議

決

数

等

株式等の議決

権 の行使 (昭

55.423付直

資 2-181の記

の 18の (1)の

二の (口 )の D
の (A)に 該当

する場合に限

る。)

31-1 重要事項の決定につい

ては、理事会における理事の総

数 (現在数)の 3分の 2以上の

議決及び評議員会の同意を必

要とする。

(注)1 評議員会の同意に代
.え 、評議員会の意見を聞

くこととなっている事

項があっても、差し支え

ないものとする。
2 株式等の議決権の行

使については、評議員

会の同意を必要としな
いことに留意する。

適 ・ 否

⑧-2 剰余金の分配
禁上の規定

31-2
体の

わな

受贈法人が認可地縁団
場合、剰余金の分配を行
い旨の規定がある。

適 ・ 否

13-9-4-2-A4 (令 5.6)

(他 )
ヽ、…″/



公 特
ｈ
Ｌ

カ
ーー

判 定 事 項 判定結果 確認又は補正についての指示事項 補正等指
示年月日

補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

酬
の
制
限

⑨
役
員
等
の
報

32 理事、監事又は評議員に対しては、その地位にあ

ることのみに基づいて報酬を支給しない旨の規定が

ある (公益社団法人及び公益財団法人を除く。)。
適・否

設
置

⑩
選
考
委
員
会
の

38 育英事業又は助成事業等を営む法人において

は、奨学金又は助成金等の対象者を選考するた

め、理事会において選出される教育関係者又は学

識経験者等により組織される選考委員会を設ける

規定がある (公益社団法人、公益財団法人及び特

定一般法人を除く。)。

適・否

の
帰
属

①
残
余
財
産

34 解散した場合の残余財産は、国、地方公共団体又

は他の租税特別措置法第40条第 1項に規定する公益

法人等に帰属する旨の規定がある。
適・否

確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ
いての指示事項

補正等指
示年月日

補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

登録年月日
有

登 録 番 号
事
業
の
規
模

⑫
運
営
す
る
法
人
の

美
術
館
等
を
設
置

の
登
録
の
有
無

博
物
館
法
第
Ｈ
条

霊

登録申請中
の場合その
申請年月日

35 設置運営する美術館や博物

館は、博物館法第11条 に規定

する登録を受けたものであ

る。
適・否

奨学金を支給 (貸与)

す る 奨 学 生 の 数
(平 年度ベース )

人

1年間に支給 (貸与)

す る奨学金の総額

万
「

定 員 人

の
規
模

⑬
営
む
法
人
の
事
業

育
英
会
事
業
等
を

寄宿舎を設置運営する
法人の場合の収容人数 現 員 人

36 平年度において奨学金を受

ける奨学生の数は30人以上で

ある。
(注)寄 宿舎を設置運営する

事業については、判定事
項に該当するものとす
る。

適・否

定  員修業年限が 1

年以上の課程

昼間

夜間の
間

業
数

年

授
間

１

の
時

生

徒
数 現  員

人

昼・夜
時間

昼 。夜

昼・夜

運
営
す
る
法
人
の
事
業
の
規
模

⑭
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
を
設
置 昼・夜

37 次に掲げる要件の全てを備
えている。
(1)修業年限は 1年以上であ

ること。
(2)1年間の授業時間数は、
原則として、専修学校にあ
っては800時間以上、各種
学校にあっては680時間以
上であること。

(3)同時に授業を受ける生徒
定数 (上記(1)と (2)の要件を
満たす課程に係るものに限
る。)は、原則として80人

以上であること。

適・否

て
同
じ
。
）
の
事
業
の
規
模

法
人
を
含
む
。
以
下
、
④
及
び
④
に
お
い

に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
を
設
置
す
る

①
医
療
法
人

（医
療
法
第
１
条
の
２
第
２
項

38 次に掲げる(1)の要件又は(2)及び(3)の 要件を備えている。

(1)法人の開設する医療施設が租税特別措置法施行令第39条の25第 1項

第 1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を備えて

いる。

(2)医療法施行規則第30条の35の 3第 1項第 1号ホ及び第2号に定める要件

を備えている (この場合において同号イの判定に当たっては、介護保険法

の規定に基づく保険給付に係る収入金額を社会保険診療に係る収入に含め

て差し支えないものとして取り扱う。)。

(3)開設する医療提供施設のうち1以上のものが、その所在地の都道府県が

定める医療法第30条の4第 1項に規定する医療計画において同条第2項第

2号に規定する医療連携体制に係る医療提供施設として記載及び公示され

ている。

適・否

行
う
法
人
の
事
業
の
規
模

⑮
・
そ
の
他
の
公
益
目
的
事
業
を

(⑫から⑮までに掲げた法人以外の法人について事

業の規模の概要を記入する。)

39 その法人の事業が、その内

容に応じ、それを営む地域又

は分野において社会的存在と

して認識される程度の規模を

有している。
(注)昭55■.23付直資2-181の記

の12(1)に 掲げる事業を行う
法人 (上記⑫から⑮に掲げる
法人を除く。)については、
判定事項に該当するものとす
る。

適・ 否

確 認 事 項

隔i悪頑



5 経理及び運営の状況に関する事項

確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補 1li等 指

示年月日

補正等完

了年月日
庁 処 理 欄

⑦
帳 付 状
簿 及 況
書 び
類 記
の 帳
備 の

(右 の判定事項と異なる事実があれば、その内容

を簡記する。)

40 事業の内容を適正に表示す

るために必要な帳簿書類を備

え、収入及び支出並びに資産及

び負債の明細が適正に記帳さ

れている。

適 ・ 否

⑬

公

益

の

分

配

を
行
う
法
人

育

英

事

業

又

は

助

成

事

業

奨学金又は助

成金の対象者
の決定方法

41 奨学金又は助成金の対象者

の決定は、選考委員会等により

公正に行われている。

適 ・ 否

奨学金又は助

成金の対象者
の範囲

42 奨学金又は助成金の対象者

は、例えば、一定の地域内に住

所を有する者、特定の法人に対

する将来の就職、研究の成果の

帰属等を条件とするなど、特定

の者に限定していない。

適・ 否

の
法
人

上
記
以
外

(右の判定事項と異なる事実があれば、そ

の内容を簡記する。)

43 公益の分配は適正に行われ

ている。 適・ 否

⑩

運
営
の
状
況

(右 の判定事項と異なる事実があれば、その内容

を簡記する。)

44 法令及び定款等に違反する

事実その他公益に反する事実

がない。

(注)寄 附そのものが法令等に

違反する場合には、判定事

項に該当しないものとす

る。

適 ・ 否

6 収支の状況等に関する事項

確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補正等指

示年月日

補正等完

了年月日
庁 処 理 欄

④

学

収蔭
人

十 及ス
び
医

の
褒
人

.. に

^限
る

況
V

経常収入A

千円 45 直接経費に対する経常収入の割合は、150%以下

である。

(注)1 学校法人において、直接経費とは、人件

費、研究費及び共済組合等の掛金、生徒等諸

費並びに教育用備品費及び教育用消耗品費

をいい、経常収入とは、学生生徒等納付金及

び手数料をいう。

2 医療法人において、直接経費とは、医師、

看護士等の給与、医療費 (投 薬費を含む。)等
をいい、経常収入とは、医療診療収入をいう。

適 ・ 否
直接経費B

千 円

A

一
の割合

B

%

④

基2
楳琴
険摯

承:
酬 食
等 V
の
状
況

年間医療収入

に占める社会

保険診療報酬

等の割合

% 46 年間の医療収入に占める社会診療報酬等の割

合は 80%以上である。

適 ・ 否

(右 の判定事項と異なる事実があ

れば、その内容を簡記する。
47 自費患者に対し請求する金額の算定基準

は、社会保険診療報酬の基準と同一である 。

また、同一であることを証する書類の提出が

ある。

適 ・ 否

7 特別な利益の供与に関する事項
(注)この項において、「寄附者・役員等」とは、寄附者、役員又はこれらの者の親族その他特殊の関係がある者 (これらの者が役員等に就任している他の法人を含む。)

い

確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補正等指

示年月日

補正等完

了年月日
庁 処 理 欄

寄附者・役員等の居住の有無 有 ・ 無

居住者

て
い
る
寄
附
者
等

②

に
係
る
建
物
に
居
住
し

法
人
の
所
有

（借
受
け
）

上
欄
で

「有
」
の
場
合

居住
理由

48 法人の所有 (借受け)してい

る建物に、寄附者 。役員等が居

住 (無償又は有償を問わない。)

していない。

(注)宗教法人において住職が庫

裏に居住している場合など、

その事業遂行上やむを得ない

事情による必要最小限の居住

は、判定事項に該当するもの

とする。

適 ・ 否

(資 13-9-6-A4統 一)(令 5.6)



確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補正等指
示年月日

補正等完
了年月日

庁 処 理 欄

④
隣境

接界

土区

地分

と

の

(右の判定事項に掲げる土地の隣接の事実があれ
lよ その境界の状況を記入する。)

49 法人の土地と隣接地との境

界は、その現況等に応じ、フ

ェンス等で明確に区分されて

いる。
適 。否

②

担
保
と
し
て
の
提
供

(右の判定事項と異なる事実があれ|よ その内容
を簡記する。以下⑩までにおいて同じ。)

50 法人の所有する財産を寄附

者・役員等を債務者とする債

務の担保として提供していな

い 。

適・否

⑮

②の
か私
ら事

②利

以用

外

51 法人の所有 (借受け)して

いる財産を、寄附者・役員等

のため②から②まで以外の私

事に利用させていない。 適・否

④

金導
銭 育
の
貸
付
ヤナ
又
は
借

52 寄附者・役員等に対し、そ

の法人の従業員に比し有利な

条件で金銭の貸付けをしてい

ない。また、過大な利息で借

受けていない。
適・否

②

整需
の
譲
渡
又
は
借

53 寄附者 。役員等に対し、法

人の所有する財産を無償又は

著しく低い価額で譲渡してい

ない。また、これらの者から

通常支払われる賃料以上の賃

料で財産を借受けていない。

適 。否

④

財

産

の

取

得

54 寄附者・役員等からその所

有する財産を過大な対価で取

得していない。また、これら

の者から公益事業の用に供す

るとは認められない財産を取

得していない。

適・否

④

給

与

報

酬

55 寄附者・役員等に対して、

他の従業員に比し過大な給与

又は報酬を支払っていない。 適・否

56 役員等にその地位にあるこ

とのみに基づいて報酬を支払

っていない。 適・否

57 給与又は報酬の支給は、給

与規程等に基づき適正に行わ

れている。 適・否

(資13-9-7-A4統 一)(令5.6)



確 認 事 項 判 定 事 項 判定結果
確認又は補正につ

いての指示事項

補正等指

示年月日

補正等完

了年月日
庁 処 理 欄

⑩

債

務

保

証

等

(右の判定事項を異なる事実が
あれば、その内容を簡記する。
以下⑫までにおいて同じ。)

58 寄附者・役員等の債務に関し

て、保証、弁済、引受又は免除を

していない。

適・否

⑪

公

益

の

分

配

59 事業の遂行により供与する公

益を主として、又は不公正な方法

で寄附者 。役員等に与えていな

い。 適・否

⑫

同 す
族 る
△ 蜂
7｀ 古Fl

社 な
に 利
対 益

60 寄附者・役員等が役員となって

いる他の法人又はこれらの者を

判定の基礎とした場合に同族会

社に該当する他の法人について

50か ら54まで、58及び 59に掲

げる事実が認められない。

適・否

①
そ
の
他
の
特
男11

な
禾」
益
の
供
与

受贈法人と寄附者・役

員等及び 60に掲げる

他の法人との間の取

引の有無

有 。無

61 48か ら 60ま でに掲げる事項

以外の事項で、寄附者・役員等

に対し特別な利益を与えている

事実がない。

適・否

上
欄
で

有

の
場

(取引に至った経緯)

(取 引内容 )

承

認

に

つ

い

て

の

局

所

.息

見

区分 □ 承 認 相 当   □ 不承認相当 承

認

に

つ

い

て

の

庁

意

見

区分 □ 承 認 相 当   □ 不承認相当

承

認

又

は

不

承

認

と

し

た

理

由

承

認

又

は

不

承

認

と

し

た

理

由

(資 13-9-8-A4統 一)(令 5.6)



審 理 事 績 表

1 使用目的

この表は、一般特例を適用した承認申請書が提出された場合において、承認要件を満たすもの

であるかどうかを審査し、進達決裁のための説明資料として使用する。

2 記載要領等

「1 総括事項」から「7 特別な利益の供与に関する事項」までの各欄は、次のとおり記載

する。

(1)「確認事項」の各欄には、承認申請に関する所要事項を記載する。

(2)(1)に より記載された事項等に基づき、承認申請について「判定事項」欄に掲げられた事項を

検討し、検討結果は、「判定結果」欄のいずれかの文字を○で囲んで表示する。

(3)「確認又は補正についての指示事項」欄には、資産課税課が署に対して補正指導等の実施を

指示した場合に、その指示事項の要点を記載する。

(4)「補正等指示年月日」及び「補正等完了年月日」欄には、補正指導等の実施を指示した年月

日及び補正指導等が完了した旨の報告を受けた年月日を記載する。

※ 共同申請の代表者以外の者の承認申請に係る審理事績表は 2頁 日以降の作成を要しない。

なお、審理事績表右上に表示した 「

公益社団法人又は公益財団法人の検討に使用するもの

一般社団法人又は一般財団法人の検討に使用するもの

上記以外の公益法人等の検討に使用するもの

④」、「○」、「①」については次のとおりである。
賓
Ψ
(他 )
ヽ_ノ

「

「

「

」

」

」



審 理 事 績 表 (承 認 特 例 用 (国 立 大 学 法 人 等 用 ))

(注 )1 国立大学法人等とは、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人日立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいい、特定国立大学法人等
とは、国立大学法人等のうち法人税法別表第一に掲げるものをいう。
2申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載がない場合並びに「議事録の写し」(議事録に決定に係る財産の種類などの事項が記載されていない場合は、議事録の写し
及び当該事項が記載された書類)、「所轄庁が発行した基金の証明書の写し」及び「証明書」の添付がない場合は、特例要件を満たさないことに留意する。

(確 認 事 項)

確認事項

1盤

鋤 金 )

2

(寄附財産の明細)

①寄附財産の種類

②寄附財産の所在地 
― ―

―

③寄附財産の数量
(

④寄附財産の価額
(

⑤譲渡所得金額
(

判定事項

の者の親族等に該当しない。
(注)当 該事項は、提出された「証明書」により確

認すること。

の 入れるこ
と及び寄附財産について基金に組み入れる方法に
より管理することを決定している。
(注)当 該事項は、提出された「議事録の写し」及

び『所轄庁が発行した基金の証明書の写し」
により確認すること。

了

後3か月以内(こ の期間を経過する日後に承認申請
書の提出期限が到来する場合は、当該提出期限ま
で)に 、当該事業年度の次の書類の写しを申請者が
提出しなければならないことを教示したか。

〇 基金に組み入れる方法により管理されたことを
証する書類の写し

(注)期 限までに書類の写しの提出がない場合
は、承認の取消事由に該当することから、当
該教示を必ず行うこと。

判定結果
署確認
者欄

局確認 庁確認
者欄者欄

庁 処 理 相

適・否

て`、

「
―
―
―
Ｉ
Ｊ

適

)

千円 )

千円 )

PI雨 瓢 雨 層蕗 繭 原
~

(贈与又は遺贈のあつた日)

年  月   日

(右欄の書類の提出期限)

年  月  日

(教 示 年 月 日 )

年  月  日

(教 示 した 相 手 方 )

氏名 Ｉ

Ｌ

※ 申請書提出後1か月以内(寄附財産が株式等のみの場合には、3か 月以内(受贈法人が特定国立大学法人等の場合を除く。))に承認又は不承認の決定がなければ、当該申請
は自動承認される。そのため、当該特例を適用 した申請書が提出された場合は、申請書を受理してから21週鷹じ堕壺l皿財産が1」LEL笠」2菫E」」臣合_墜1_Δ』l」2壼 (受 贈法人が特定

署

職 業
寄附者

|

「

百した場合の死亡年月日

住 所
氏 名

連 絡 先

電 話

所在地
寄附を受けた国立大
学法人等(注 1)

名 称

申請書の提出年月日

遅延理由書の有無 有・無

(期限内 ・ 期限後 )

申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載の有無 (注2)      有・無
議事録の写しの提出 (注 2)「

~~|

「
~~

有 無

人の合議制の機関で寄附の申出
入れること及び寄附財産について

方法により管理するこ

提出の有無 (注2)   有・無
人の所轄庁が発行した基金の証

し書の写
附 申 込 年 月 日| 寄附受入決議年月日

贈者の死亡年月日 農地転用許可年月日
び社員並びにこれらの者の親族等に
当しないことを確認した旨の証明書

提出の有無(注 2) 有・無

又は遺贈をした者が法人の役員等

日

年

令 和

日

年

記

令和

月

令和

月    日

月

　

　

月

日

　

　

日

月日

年

承認についての局 (所 )意見 承認についての庁意見

た理由 )

区分□ 承認相当   □ 不承認相当 □ 承認相当   □ 不承認相当区

不

□

□

(不承認相
確認事項1の判定結果が否のため
確認事項2の判定結果が否のため

自動承認となつた日 令和   年   月   日

日立大学法人等の場合を除く。))に (局 (所 )資 産課税課を経由して)庁 資産課税課 (審理第四係 ) へ進達する。

(資 13-9-9-1-A4統 ‐)(令 5.6)

局 (所)|

|
氏 名 |

|

|    |
|    |

)

| |
（
教

示

）
済

・
未

済



審 理 事 績 表 (承 認 特 例 用 (公 益 社 団・財 団 法 人 用 ))

(注)申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載がない場合並びに「議事録の写し」(議事録に決定に係る財産の種類などの事項が記載されていない場合は、議事録の写し及

び当該事項が記載された書類)、「所轄庁が発行した基金の証明書の写し」及び「証明書」の添付がない場合は、特例要件を満たさないことに留意する。

(確 認 事 項 )

確認事項 判定事項 判定結果 |
庁確認

庁 処 理 欄
者欄

1 寄附者に関する事項        .寄 附者が受贈法人の役員等及び社員並びにこれ

,                  |の 者の親族等に該当しない。

(贈与又は遺贈のあつた日)

年   月   日

(右欄の書類の提出期限 )

年  月   日

(教 示 年 月 日 )

年  月  日

(教 示 した相 手 方 )

氏名

ら

|よ り管理することが決定されている。

|(注)当 該事項は、提出された「議事録の写し」及

び「所轄庁が発行した基金の証明書の写し」

|  
により確認すること。

後3か 月以内(こ の期間を経過する日後に承認申請 |

書の提出期限が到来する場合は、当該提出期限ま |

で)に 、当該事業年度の次の書類の写しを申講者が |

1提
出しなければならないことを教示したか。

|

1 不可欠特定財産とした場合

1 定款及び財産目録             |12基
金に組み入れる方法により管理する場合  |

1 
基金明細書等

(注)期 限までに書類の写しの提出がない場合

は、承認の取消事由に該当することから、当 |
該教示を必ず行うこと。          |

|

1適・ 否

|.2百「
雨可雇iビ画〒る:事頑

~

|(寄附財産の明細)

l①7附
財産の種類

l②
寄附財産の所在地 _______¬

|

(注)当 該事項は、提出された「証明書」により確

1  認すること。                |~~~~T覆
雨百爾葡裏

「
雨〒茨藤再吾研‐i雇匹弓F:石露F否ア

~~~~~「~~

'理
事会において、寄附の申出を受け入れること及び |

1寄附財産について不可欠特定財産とすることを決定
|

)している。                      |
(注)当 該事項は、提出された「議事録の写し」に

より確認すること。

__ L___

1臨 藤 編 F爾 商 面 J月頭≡Fる 1適

」
:il醍翼諸詈見彗I墾ピュぎ露彗y::労観

I:辮こ
否

③寄附財産の数量
(

④寄附財産の価額
(

⑤譲渡所得金額

)

千円)

―
ぽ
―
―

‐
―

r             手円ヽ |                      |

申語書提出後の理面吾類あ薮票
~~~~~巨

「面あ扇「5:E百あ扇〒るコ贈■

^の

事業任度終了
|

（
教

示

）
済

・
未
済

ヒ _

局 (所 )

氏 名

連 絡 先 |    |

1電 話
|

氏 名 職 業

死亡した場合の死亡年月日
上

寄附者  住 所

寄附を受
けた法人

所在地名称  公益社団法人 ・ 公益財団法人

申請書の提出年月日 (期限内 ・ 期限後 )

有・無
議事録の写しの提出(注 ) 有・無

有・無

又は基金に組み

申出を受
け入れること及び寄附財産について不可

入れる方法により管理することを決定し
日

遅延理由書の有無

申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載の有無 (注 )

行した基金の証

提出の有無 (注 ) 有・無

提出の有無 (注) ・ 有・無に

しないことを確認した旨の証明書

は遺贈をした者が法人の役員等

寄附受入決議年月日附 申 込 年 月 日

贈者の死亡年月日 TTEHi+EI+E E

令和

令和

令和

日

　

　

　

日

　

　

　

日

日

年

　

日

年

月

　

　

月

　

　

月

年月日

年

承認についての局 (所 )意見 ての庁意見

百 否丁 □ 承認相当   □ 不承認相当 □ 不承認相当

(不承認相当と
□ 確認事項1の判定結果が否のため

□ 確認事項2の 判定結果が否のため

自動承認となつた日 令和   年   月   日

※ 申請書提出後1か月以内(寄附財産が株式等のみの場合には、3か 月以内)に承認又は不承認の決定がなければ、当該申請は自動承認される。そのため、当該特例を適用 し

た申請書が提出された場合は、申請書を受理してからa旦固塑埜【豊腱畳壺巨」菫:式笠4ビ型塑麹飩墜上笙且塑墜立に(局 (所 )資産課税課を経由して)庁資産課税課(審理第四係)

へ進達する。
(資 13-9-9-2-A4統 一)(令 5.6〉

軍  |
‐

 |

|

|

|

||

|

|  |

| | |

区分



審 理 事 績 表 (承 認 特 例 用 (学 校 法 人・社 会 福 祉 法 人 用 ))

の記載がない場合並びに「議事録の写し」(議事録に決定に係る財産の種類などの事項が記載されていない場合は、議事録の写し及
書」の添付がない場合は、特例要件を満たさないことに留意する。

(注)申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印
び当該事項が記載された書類)及 び「証明

(確 認 事 項 )

「

~~~~~~~~~
確認事項 判定事項

「
専面爾・面

「

寄附者が受贈法人の役員等及び社員並びにこれら
の者の親族等に該当しない。

|(注
)認

学蓼二野
は 提`出された「証明書」により確

2寄附財産に関する事項
|(寄附財産の明細)

l①
寄附財産の種類

1理事会において、寄附の申出を
寄附財産について基本金に組み入れることを決定し
ている。

|(               )|(注 )当該事項は、提出された「議事録の写し」に |
|                  |  より確認すること。            |
l②寄附財産の所在地 ―――――――¬ |                ||                 | |                       |
|                | |                     |
| |               | |                     |

可
~可~~

1判 |定結果「

~~丁

1署確認

者欄  者欄 者欄
庁 処 理 相

適・ 否

否適

③寄附財産の数量
(

④寄附財産の価額
(

⑤譲渡所得金額
(

千 円

千 円 )

|                    |                         |

13~下爾雨函雇万更面雨雨藪京
~~~辱

雨爾扇雇百函薫Fる夏面百万薫薫軍百再7■
~

(贈与又は遺贈のあつた日)

年   月   日

(右欄の書類の提出期限)

年  月   日

(教 示 年 月 日 )

年   月  日

(教 示 した 相 手 方 )

氏名

後3か月以内 (この期間を経過する日後に承認申請
1書の提出期限が到来する場合は、当該提出期限ま
|で )に 、当該事業年度の次の書類の写しを申請者が.提

出しなければならないことを教示したか。

1 基本金明細表等 (学校法人の場合)

2基本金明細書等(社会福祉法人の場合)

(注)期 限までに書類の写しの提出がない場合
は、承認の取消事由に該当することから、当
該教示を必ず行うこと。

（
教

示

）
済

・
未
済

局 (所 ) 署

|               |    |
氏 名 |        1職 業 |

死亡した場合の死亡年月日

寄附者  住 所
1氏 名

|

連 絡 先

電 話

寄附を受 | 々獣 |
けた法人  ‐・↑ 学校法人 社会福祉法人 所在地

1設置する学校の名称
学校法人の場合 (私立学校振興助成法4条 1

□ 監査報告書    ※ぃずれか確認したもの

□ 寄附行為      にチェックすること

□ 該当する旨を法人が証明する書類
|ことを確認した書類項又は9条に該当するもの)

私立学校振興助成法14条 1

項に規定する会計処理を行う

申請書の提出年月日

及び寄附財産について基本
.た 日

(期限内 ・ 期限後 )

有・無

有・無
有・無

1議
事録の写しの提出(注 )|

遅延理由書の有無

申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載の有無(注 )

|

の理事会で寄附の申出を受け トー

A[frFtr+EE ; #EfiE.r.*#+E e '

提出の有無(注 ) 有・無
遺贈者の死亡年月日 地転用許可年月日

の

　

月

　

　

月

　

　

月

日

年

　

日

年

　

日

年

令和

令和

令和

日

　

　

　

日

　

　

　

日

承認についての局 (所 )意見 承認についての庁意見

三 社 ___□ 承認相当 □ 不承認相当 1区分    □ 承認相当   □ 不承認相当
(不承認相当とした理由)

□ 確認事項1の判定結果が否のため
□ 確認事項2の 判定結果が否のため

(不承認相当とした理由 )

自動承認となつた日 令和   年   月   日

※ 申請書提出後1か月以内(寄附財産が株式等のみの場合には、3か月以内)に承認又は不承認の決定がなければ、当該申請は自動承認される。そのため、当該特例を適用
した申請書が提出された場合は、申請書を受理してから2」旦固12」杢L(査Ш」整生産が」菫ま笠≦ELみ の場合は1か月以内)に (局 (所 )資 産課税課を経由して)庁資産課税課(審理第四
係)へ進達する。

(資 13-9-9-3-A4統 一)(令 5.6)

|

|

|

|  |



局 (所 ) 署

|    |
1氏 名 |

「

面蒔蔀憂覇司
~

1氏 名 |

連 絡 先 [―
― ―

―

1電 話

職 業
寄附者

|

_■
住 所

寄附を受けた認
特定非営利活動
人等(注 1)

定|
法| 所在地名称

(期限内 ・ 期限後 )申請書の提出年月日

~~~~丁 ~

議事録の写しの提出 (注 2)
有・無

有・無

合議制の機関で寄附の申
を受け入れること及び寄附財産につ

てヽ基金に組み入れる方法により管理

ることを決定した日

申請書第3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載の有無(注2)      有・無

1____

遅延理由書の有無

が発行した基金の証 1  
提出の有無 (注 2) 有・無

提出の有無 (注 2) 有・無
等が法人の役員

当 しなし

附 申 込 年 月 日

贈者の死亡年月日

審 理 事 績 表 (承 認 特 例 用 (認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 用 ))

(注)1 認定特定非営利活動法人等とは、特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。

2申請書第3表 (承認特例用)の(1)の レ印の記載がない場合並びに「議事録の写し」(議事録に決定に係る財産の種類などの事項が記載されていない場合は、議事録の写し及

び当該事項が記載された書類)、「所轄庁が発行した基金の証明書の写し」及び「証明書」の添付がない場合は、特例要件を満たさないことに留意する。

(確 認 事 項)

確認事項

1 寄附者に関する事項

2寄附財産に関する事項
(寄附財産の明細)

①寄附財産の種類
(

②寄附財産の所在地
―

て`

こと及び寄附財産について基金に組み入れる方法

により管理することを決定している。
(注)当 該事項は、提出された「議事録の写し」及

び「所轄庁が発行した基金の証明書の写し」
により確認すること。

1局確認 庁確認
者欄 者欄

庁 処 理 欄

~~¬

~¬

¬
_」

日

l③寄附財産の数量         |

l④寄附財産の価額         |
|(             千円)|

l⑤譲渡所得金額          |
(             千円)|

|                    |
ぽ 爾面研 雨 藤雨 碇:百爾爾河濠

~~~~疇
雨ああ万E百面百薫頭爾藤面雨葬画雨藤 7‐

| ._______= ._、      1後 3か月以内 (こ の期間を経過する日後に承認申請

|(頭与又は通照のあつた日,     I書の提出期限が到来する場合は、当該提出期限ま

|     な   ロ   ロ    |で )に、当該事業年度の次の書類の写しを申請者
1      守  月   H    Iが

提出しなければならないことを教示したか。

|(右欄の書類の提出期限)     |
1     年  月  日    0基

金明細書等

(注)期 限までに書類の写しの提出がない場合
は、承認の取消事由に該当することから、当

該教示を必ず行うこと。

|     |    |
■――――――――――+―――――――――トーーーーー
|     |    |
||    |   |

（
教

示

）
済

・
未
済

(教 示 年 月 日 )

年   月

(教 示 した 相 手 方 )

氏名

の

　

月

　

　

月

　

　

月

令和

令和

日
年
　
日
年

日

　

　

　

日

　

　

　

日
庁収受年月日

令和   年

承認についての庁意見承認についての局 (所)意見

1区分 |
~医

不承認箱
~褻

死

□ 承認相当   □ 不承認相当

.た理由 )由

□ 確認事項1の判定結果が否のため

□ 確認事項2の判定結果が否のため

区 分 □ 承認相当   □ 不承認相当

自動承認となつた日 令和   年   月   日

※ 申請書提出後1か 月以内(寄附財産が株式等のみの場合には、3か 月以内)に承認又は不承認の決定がなければ、当該申請は自動承認される。そのため、当該特例を適用 し

た申請書が提出された場合は、申請書を受理してから2旦置堕白菫麹艇Ш亀凶ヒ:主豊Qとの場全豊■か且」2t白1に (局 (所 )資産課税課を経由して)庁資産課税課(審理第四係)

へ進達する。
(資 13-9-9-4-A4統 一〉 (令5.6)

寄附受入決議年月日 |

農地転用許可年月日 |

判定事項 判定結果

適 ・ 否

|    |    |    |
|    |    |    |

|  |  |

|

|  |

)

|

適・ 否

|

|



審 理 事 績 表 (承 認 特 例 用 )

使用目的

この表は、承認特例を適用した承認申請書が提出された場合において、承認要件を満たすものであ

るかどうかを審査し、進達決裁のための説明資料として使用する。

2 記載要領等

(1)進達時における署の記載事項等

「(確認事項)」 までは、原則として署において記載する。

(2)記載に当たっての注意事項

イ 受贈法人が学校法人の場合における「設置する学校の名称 (私立学校振興助成法 4条 1項又は

9条に該当するもの)」 欄は、申請書第 2表及び受贈法人の登記事項証明書により確認し、記載

する。

口 受贈法人が学校法人の場合における「私立学校振興助成法 14条 1項に規定する会計処理を行う

ことを確認した書類」欄は、受贈法人が、私立学校振興助成法第 14条第 1項に規定する文部科学

大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに該当するかどうかを確認した書類をチェックす

る。

ハ  「申請書第 3表 (承認特例用)の (1)の レ印の記載の有無」欄は、申請書第 3表 (承認特例用)

の「(1)寄附財産についての確認」の受贈法人の区分に応じて、該当する□にレ印が記載されて

いるかを確認し、記載する。

二  「寄附申込年月日」欄は、寄附申込書の申込日又は贈与契約書の契約締結日を記載する。

ホ  「寄附受入決議年月日」欄は、受贈法人が理事会で寄附を受け入れた日を、理事会の議事録で

確認し、記載する。

へ  「農地転用許可年月日」欄は、寄附財産が農地である場合、農地転用許可があつた日を記載す

る。

卜 「受贈法人の合議制の機関で寄附の申出を受け入れること及び寄附財産について基金に組み入

れる方法により管理することを決定した日」、「受贈法人の理事会等で寄附の申出を受け入れるこ

と及び寄附財産について不可欠特定財産とすること又は基金に組み入れる方法により管理する

ことを決定した日」又は「受贈法人の理事会で寄附の申出を受け入れること及び寄附財産につい

て基本金に組み入れることを決定した日」欄は、受贈法人の理事会等が寄附の申出を受け入れる

こと及び寄附財産について基金若しくは基本金に組み入れること又は不可欠特定財産とするこ

とを決定した日を、理事会等の議事録で確認し、記載する。

チ  「役員等」の範囲は、租税特別措置法施行令第25条の17第 6項を参照する。

り 「親族等」の範囲は、租税特別措置法施行令第25条の17第 6項を、「親族」の範囲は、民法第 725

条を参照する。

ヌ  「(寄附財産の明細 )」 欄は、「別紙のとおり」と記載し、適宜の用紙に記載しても差し支えな

い 。

ル  「⑤譲渡所得金額」欄は、寄附財産の価額及び申請書第 3表 (承認特例用)の 「必要経費」欄

の価額により計算する。

(注) 譲渡所得金額が算出されない場合は、承認申請書の提出を要さないことに留意する。

ヲ 「(贈与又は遺贈のあった日)」 欄は、昭和55年 4月 23日 付直資 2-181「租税特別措置法第40

条第 1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」 (法令解釈通達)の 5を参照

すること。

(注) 寄附財産が農地の場合は、農地転用許可があつた日が「寄附の日」となる場合があるこ

とに留意する。

ワ 「自動承認となつた日」欄は、自動承認となった場合にのみ記載する。



申 請 書 等
提出の

有 無

不備の

有 無
添 付 書 類 等

添付の

有 無

不備の

有 無

第 1表
有□

無□

有□

無□
受贈法人の登記事項証明書

有□

無□

有□

無□

第 2表
有□

無□

有□

無□

(受贈法人が学校法人の場合)

私立学校振興助成法第14条第 1項に規定す
る文部科学大臣の定める基準に従い会計処

理を行うものに該当することが確認できる

書類 (写 し、該当部分の抜すい可)

(例 :監査報告書、寄附行為、該当する旨

を法人が証する書面)

有□

無□

有□

無□

第 3表 (承認特例用)

有□

無□

有□

無□

第 5表
有□

無□

有□

無□

寄附者が寄附を申し込んだ事実が確認でき

る書類 (写 し)

(例 :寄附申込書、遺言書)

有□

無□

有□

無□

第 6表
有□

無□

有□

無□

受贈法人が寄附の申出を受け入れること及
び寄附財産について基金若しくは基本金に

組み入れること又は不可欠特定財産とする
ことを決定した旨並びに当該決定に係る事

項の記載のある理事会等の議事録 (写 し)

有□

無□

有□

無□
承認申請書及び添付書類の記載事項が事実
に相違ない旨の確認書

有□

無□

有□

無□

(受贈法人が特定国立大学法人等以.外の場合)

贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び

社員並びにこれらの者の親族等に該当しな
いことを確認した旨の証明書

有□

無□

有□

無□

理事会等の決定 に係る財産の種類、所在

地、数量、価額などの事項が記載された書

類

有□

無□

有□

無□

(申請書提出後、承認前に寄附者が死亡した場合)

租税特別措置法第40条の規定による承認申

請書を提出した者が死亡した旨の届出書

有□

無□

有□

無□

(寄附財産が農地の場合 )

農地転用許可書 (写 し)

※ 寄附の日を判定するために必要となる。

有□

無□

有□

無□

寄附財産の明細を確認できる書類

(例 :登記事項証明書)

有□

無□

有□

無□

(受贈法人が国立大学法人等、公益社団法人若しくは

公益財団法人※又は認定特定非営利活動法人等の場合)

※ 寄附財産を不可欠特定財産とする場合を除く。

受贈法人の所轄庁が発行した基金の証明書

(写 し)

有□

無□

有□

無□

(寄附者が死亡している場合・遺贈の場合)

寄附者と申請者の関係が確認できる戸籍謄

本等又は法定相続情報一覧図の写し

有□

無□

有□

無□

基金明細書等・定款及び財産目録・基本金

明細表等・基本金明細書等 (写 し)

※ 寄附のあつた日の属する事業年度終了後3か

月を経過する日後に申請書の提出期限が到来す

る場合は、当該提出期限がこれらの書類の提出

期限となる。

有□

無□

有□

無□

申 請 書 等 チ ェ ッ ク シ ー ト (承 認 特 例 用 )

(寄附者氏名

チェック結果

申 請 書 等 及 び 添 付 書 類 等 に つ い て 不 足 書 類 の 有 無    (有 □ ・ 無

申請書等及び添付書類等 について記載内容等の不備の有無     (有  □ ・・ 無

補正指示した書類等で、進達までに提出がないものを記載する (提出を確認した書類等は赤で見え消しする。)。

審

理
事
績
表

（
承
認
特
例

用
）

【
付
表

】

①

②

□ )

)

(資 13-9-10-A4統 一)(令 4.6)


